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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年６月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

  

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年１１月１３日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎市御前崎港北東方沖 

 御前埼灯台から真方位０５６°５.８海里付近 

 （概位 北緯３４°３９.０′ 東経１３８°１９.４′） 

事故の概要  漁船水
みず

八
はち

丸は、南進中、プレジャーボートMOSA
モ サ

は漂泊中、両船が衝

突した。 

 MOSA は、船長が負傷し、右舷中央部外板に凹損等を生じ、また、水

八丸は、右舷船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 水八丸、１４.８４トン 

   ＳＯ２－３５７６（漁船登録番号）、個人所有 

   １５.９０ｍ（Lr）×３.５８ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和５６年６月 

Ｂ プレジャーボート MOSA、５トン未満 

   ２４２－１６８８６静岡、個人所有 

   ５.３８ｍ（Lr）×１.９５ｍ×０.８７ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、４４.１０kＷ、平成３年８月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年８月１４日 

    免許証交付日 平成２６年８月１４日 

           （平成３２年８月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５６歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２５年６月１３日 

    免許証交付日 平成２５年６月１３日 

           （平成３０年６月１２日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 
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Ｂ 右舷中央部外板に凹損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏  

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、平成２８年１２月２０日０８

時２５分ごろ底引き網を引き揚げ、次の漁場に向けて御前崎港北東方

沖を約６ノットの対地速力で自動操舵により南進した。 

船長Ａは、船首方に他船を見掛けなかったので、船首方に他船はい

ないものと思い、乗組員と共に後部甲板右舷側で魚の仕分け作業を行

い、約５分ごとに後部甲板右舷側から周囲の見張りを行っていた。 

船長Ａは、０８時３０分ごろ衝撃を感じて船尾方を振り返るとＢ船

が見えたので、衝突したことを知り、Ｂ船の付近に引き返した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、友人（以下「同乗者」とい

う。）１人を乗せ、０８時１０分ごろ機関を止め、船首からパラシュ

ート型アンカーを投入し、船首を北方に向けて漂泊を開始した。 

 船長Ｂは、右舷側で釣りをしていたところ、Ｂ船に接近してくるＡ

船を認めたが、漁船が声を掛けに来るものと思い、釣りを続けた。 

 Ｂ船は、Ａ船がＢ船との距離が約２００ｍの距離となっても止まら

ず、約５０ｍとなった際、Ａ船の操舵室に人影が見当たらなかったの

で、船長Ｂが腕を振って大声で叫んだが、Ｂ船の右舷中央部とＡ船の

右舷船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、衝突により、船外に投げ出されたが、同乗者の手助けを

得てＢ船に乗り込み、御前崎港に向けて操船した後、１４日病院に赴

き頸
けい

椎
つい

捻挫
ね ん ざ

等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、後部甲板の右舷側からでは左舷船首方の見張りができて

いなかったと本事故後に思った。 

Ｂ船は、音響による信号を行うことができる手段として、救命胴衣

の笛を備えていたが、本事故当時、船長Ｂは使用しなかった。 

船長Ｂ及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、御前崎港北東方沖を南進中、船長Ａが、船首方に他船を見

掛けなかったので、船首方に他船はいないものと思い、後部甲板で魚

の仕分け作業を行い、時折後部甲板の右舷側から船首方を見ていたも

のの、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かずに

航行し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、パラシュート型アンカーを投入して釣りをしながら漂泊

中、船長Ｂが、Ａ船が漂泊中のＢ船に声を掛けに来るものと思い、音
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響による注意を喚起する信号を行っていなかったことから、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、御前崎港北東方沖において、Ａ船が南進中、Ｂ船がパラ

シュート型アンカーを投入して漂泊中、船長Ａが、船首方に他船を見

掛けなかったので、船首方に他船はいないものと思い、後部甲板で魚

の仕分け作業を行い、時折後部甲板の右舷側から船首方を見ていたも

のの、見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、Ａ船が漂泊中

のＢ船に声を掛けに来るものと思い、音響による注意を喚起する信号

を行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・操船者は、航行中は見張りに専念すること。 

 ・救命胴衣の笛等を常時使用できるようにし、注意を喚起するため

に必要な場合は、信号を行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

静岡県御前崎市 

Ａ船 

Ａ船の進路 

Ｂ船（漂泊中） 

事故発生場所 

（平成２８年１１月１３日 ０８時３０分ごろ発生） 

御前埼灯台 

御前崎港 


